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現在の自動車運転免許制度について

中型自動車・中型免許 旅館・ホテルの送迎対応

 10名以下の乗用車にて対応

 11名以上のお客様に対しては；

・運転手を別途用意

・運転手＋マイクロバスを用意

・車を2台用意

・お客様にお待ちいただく

 左記規制前にあった12～15人乗り

ワゴンの場合

・大型免許以上持っているスタッフ

又は、外注のドライバーで対応
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普通自動車免許の乗車定員緩和のお願い
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現在10名以下となっております
普通自動車の乗車定員規制の

見直しをお願いしたい



規制緩和のメリット
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 小規模旅館の集客率の向上に寄与する

 社員の配置や就業シフトに余裕ができる

 女性スタッフの職種が広がる

 タクシーやバス業界においても販売チャネルの拡大が図れる

 レンタカーの利用選択肢が広がる

 ２次交通の輸送力向上が図れる

 中小企業の管理職の負担軽減

 その他、送迎が必要な業種の経費等軽減になる
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景気の回復や東京オリンピックを視野に入れた建設ラッシュ・・

外国人観光客の増加・・

大型バス運転手の就業時間の規制などの影響で、人手不足が
深刻化しつつあるバス業界・・

大型免許保持者の採用も難しくなる近い将来、頭数にして５名
の差ではありますが、必ずや人員の輸送能力の向上にも繋がり、
日本経済の発展に寄与する規制緩和になると信じております。


